


令和７年度「とんぼの未来・北の里づくり」 

事 例 発 表 会 次 第 
 
                    日 時 令和８年２月１７日 13：00 

                    場 所 旭川市民文化会館１F 「大ホール」 

 

 １．開   会 
 

 ２．主催者挨拶 

    北海道日本型直接支払推進協議会会長       菊 地   博 

    （北海道土地改良事業団体連合会会長） 
 

 ３．基 調 講 演 

    「雑草対策全体に共通する基礎知識」－耕作地外雑草への対応を考える－ 

    NPO 法人緑地雑草科学研究所/京都大学 名誉教授  伊 藤 操 子  様 
 

 ４．講   演 

   ①「旭川広域協定事務局の実務内容について」 

      旭川土地改良区建設課長           鈴 木 将 浩  様 
 

   ②「中山間地域におけるラジコン草刈り機の活動事例」 

      大雪土地改良区工務課課長補佐        永 山 大 嗣  様 
 

 ５．事 例 発 表 

    「とんぼの未来・北の里づくり」事例研究会における現地視察研修報告 

「香川県における本交付金の取組事例」 

      美唄市農地環境保全会会長          谷 津 良 一  様 
 

 ６．課 題 共 有 
 
    ①「機械の安全使用と機能診断・補修技術について」 

       北海道土地改良事業団体連合会技術部地域支援課主幹    渡 谷 和 男 
 
    ②「中山間地域等直接支払交付金の制度概要について」 

       北海道農政部農村振興局農村設計課主査          並 川 敏 万 
 
 ７．そ の 他 

 
 ８．閉   会 
    北海道日本型直接支払推進協議会副会長      川 畑 恭 章 

    （北海道農政部農村振興局活性化支援担当局長） 
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基 調 講 演 
 

 

 

雑草対策全体に共通する基礎知識 

－耕作地外雑草への対応を考える－ 

P3～P24 
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講 演 
 

 

 

旭川広域協定事務局の実務内容について 

P26～P35 
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講 演 
 

 

 

中山間地域におけるラジコン草刈り機の 

活動事例 

P37～P41 
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事 例 発 表 

 

 

 

｢とんぼの未来・北の里づくり｣ 

事例研究会における 

現地視察研修報告 

 

香川県における本交付金の取組事例 
 

P43～P55 
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課 題 共 有 
 

 

 

機械の安全使用と機能診断・ 

補修技術について 

P57～P75 
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課 題 共 有 
 

 

 

中山間地域等直接支払交付金の 

制度概要について 

P77～P84 
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そ の 他 
 

 

 

      多面的機能支払交付金の安全な 

共同活動の実施について 

 
 

   道協議会事務局からの連絡事項 

P86～P89 
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道道協協議議会会事事務務局局かかららのの連連絡絡事事項項  
 

○○  令令和和７７年年度度にに活活動動期期間間がが終終了了すするる活活動動組組織織等等ににおおけけるる留留意意点点ににつついいてて  

（１）地域資源保全管理構想の策定（詳細：手引き「組織編 P101～P108」「広域編 P120～P127」） 
 活動組織等は活動期間中に地域資源保全管理構想を策定し、市町村長に提出する必要

がある。 

また、市町村においては認定等の承認行為は必要無いが、道協議会へ写しの提出をお

願いしている。（提出時期：翌年度４月２５日までに、実施状況の確認結果に添付して提出） 

 
（２）交付金の精算 

多面的機能支払交付金実施要領に基づき、事業計画に定める実施期間中の各年度末に

交付金の残額が生じた活動組織は、当該残額を市町村長に返還することとされている。 

ただし、活動期間終了年度の翌年度を始期とする新たな事業計画の認定を受け、本交

付金の取組を継続する活動組織等にあっては、新たな事業計画の年度当初に交付金の交

付が行われるまでの間（概ね４月～６月の間）の活動資金を確保することを目的に、単

年度交付額の３割程度を上回らない範囲で持越して使用することが可能である。 

 
（３）資源向上支払(共同)の多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援 

令和８年度から新たな活動期間（5 か年）となる継続活動組織が、更なる増進活動に

向けた活動支援加算を継続して受けようとする場合は、多面的機能の増進を図る活動の

取組を現活動期間よりも一つ以上増やす必要がある。 

 

○○  今今後後のの実実施施状状況況報報告告書書のの提提出出ににつついいてて  

 多面的機能支払交付金実施要綱及び実施要領に基づき、活動組織は、市町村長に実施

状況を報告し、市町村は事業計画に定められている事項の実施状況を確認して、その結

果を北海道知事に報告することとされている。 

 このため、活動組織は、市町村が定める日まで関係書類を市町村担当者に提出し、市

町村は、その確認結果を翌年度４月２５日までに道協議会に関係書類と併せ提出する。 
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